
随意契約の状況 
担 当 課 ： 政策推進課企画係 

契 約 日 ： 令和５年11月21日 

件名 契約の概要 契約期間 契約の相手方 

契約金額(円) 

税込 

（税抜） 

 

ふるさと応援寄

附金 ダイレク

トメール制作・発

送業務 

 

運営する会員組織に所

属する全会員へ向けた

情報発信 

 

令和５年11月21日 

～ 

令和６年１月31日 

 

株式会社 

さとふる 

代表取締役社長 

藤井 宏明 

 

 

1,917,850円  

（1,743,500

円） 

 

随意契約とした理由及び随意契約の相手方を選定した理由 

 

 上記業者にふるさと納税事務に係る幅広い業務を委託しており、本業務遂行にあたり、過去に当

町に寄附をしたことがある DM 発送対象者データを抽出するために十分な寄附者データを有してい

ることと、委託契約書内において個人情報秘密保持義務を設定しており、個人情報を取り扱うこと

が唯一可能であるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号（競争不適）及び八雲町財

務規則第１４０条第２項の規定に基づき、随意契約を行ったものである。 

 
 

 


